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第 二 章 電 気 通 信 番 号 計 画 
 

（ 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 回 線 設 備 等 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番
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業 者 の 設 置 す る 電 気 通 信 設 備 の 総 体 を い う 。 第 九 条 第 一 項 第 二 号 に お い

て 同 じ 。 ） を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、 別 表 第 一 第 二 号 に 定 め る

も の と す る 。 
 

第 六 条 ～ 第 八 条 （ 略 ） 
 

（ 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 ） 

第 九 条 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 第 十 二 条 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） を 識 別 す

る た め の 電 気 通 信 番 号 （ 第 十 条 の 電 気 通 信 番 号 を 除 く 。 ） は 、 次 の と お

り と す る 。 

一 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ そ の 一 端 が 特 定 の 場 所 に 設 置 さ れ る 利 用 者

の 電 気 通 信 設 備 に 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 で あ っ て 、 次 号 に 規 定 す る も

の を 除 く 。 ） 及 び 無 線 呼 出 し の 役 務 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 第 五 号

の 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 除 く 。 ） を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、 総

務 大 臣 が 市 町 村 等 の 区 域 を 勘 案 し て 別 に 告 示 す る 電 気 通 信 番 号 と す

る 。 た だ し 、 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に お い て 、 別 に 告 示 す る 電 気 通 信

番 号 に よ る こ と が 著 し く 困 難 で あ る と 総 務 大 臣 が 認 め る と き は 、 他 の

電 気 通 信 番 号 と す る こ と が で き る 。 
 

二 （ 略 ） 

三 携 帯 電 話 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号

は 、 別 表 第 一 第 六 号 に 定 め る も の と す る 。 

四 Ｐ Ｈ Ｓ に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、

別 表 第 一 第 七 号 に 定 め る も の と す る 。 

五 ・ 六 （ 略 ） 

業 者 の 設 置 す る 電 気 通 信 設 備 の 総 体 を い う 。 第 九 条 第 二 号 に お い て 同

じ 。 ） を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、 別 表 第 一 第 二 号 に 定 め る も の

と す る 。 
 

第 六 条 ～ 第 八 条 （ 略 ） 
 

（ 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 ） 

第 九 条 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 第 十 二 条 に 規 定 す る も の を 除 く 。 ） を 識 別 す 

る た め の 電 気 通 信 番 号 （ 第 十 条 の 電 気 通 信 番 号 を 除 く 。 ） は 、 次 の と お 

り と す る 。 

一 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ そ の 一 端 が 特 定 の 場 所 に 設 置 さ れ る 利 用 者

の 電 気 通 信 設 備 に 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 で あ っ て 、 次 号 に 規 定 す る も

の を 除 く 。 ） 、 無 線 呼 出 し の 役 務 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 第 五 号 の

端 末 系 伝 送 路 設 備 を 除 く 。 ） そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 気 通 信

役 務 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、 総 務

大 臣 が 市 町 村 等 の 区 域 を 勘 案 し て 別 に 告 示 す る 電 気 通 信 番 号 と す る 。

た だ し 、 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に お い て 、 別 に 告 示 す る 電 気 通 信 番 号

に よ る こ と が 著 し く 困 難 で あ る と 総 務 大 臣 が 認 め る と き は 、 他 の 電 気

通 信 番 号 と す る こ と が で き る 。 

二 （ 略 ） 

三 携 帯 電 話 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号

は 、 別 表 第 一 第 六 号 に 定 め る も の と す る 。 
四 Ｐ Ｈ Ｓ に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、

別 表 第 一 第 七 号 に 定 め る も の と す る 。 

五 ・ 六 （ 略 ） 
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２ 前 項 第 三 号 及 び 第 四 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 は 、 電 気 通 信 事 業 者 が

利 用 者 か ら の 随 時 の 請 求 に よ り 特 定 さ れ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 前 項 第 一

号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 又 は

次 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 音 声 伝 送 役

務 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 限 る 。 ） を 介 し て 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 を

識 別 す る た め に 用 い る こ と が で き る 。 
 

（ 電 気 通 信 役 務 の 種 類 又 は 内 容 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 ）  

第 十 条 電 気 通 信 役 務 の 種 類 又 は 内 容 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、

次 の と お り と す る 。 

一 電 気 通 信 事 業 者 が 利 用 者 か ら の 随 時 の 請 求 に よ り 特 定 さ れ る 端 末 系

伝 送 路 設 備 を 介 し て 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 （ 前 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定

す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 、 同 項 第 三

号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 携 帯 電 話 に 係 る 端 末 系 伝

送 路 設 備 、 同 項 第 四 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る Ｐ Ｈ

Ｓ に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 又 は 次 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識

別 さ れ る 音 声 伝 送 役 務 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 組 み 合 わ せ て 提 供 す

る も の （ 同 一 の 種 類 の 設 備 を 組 み 合 わ せ て 提 供 す る も の を 含 む 。 ） に

限 る 。 ） を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、 別 表 第 一 第 十 号 に 定 め る

も の と す る 。 

二 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 無 線 呼 出 し の 役 務 に 係 る も の を 除 く 。 ） か ら 利

用 者 の 使 用 に 係 る 端 末 設 備 等 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 使 用 し て

パ ケ ッ ト 交 換 網 に 接 続 さ れ る も の に 限 る 。 ） に 提 供 さ れ る 音 声 伝 送 役

務 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、 別 表 第 一 第 十 一 号 に 定 め る も の

と す る 。 

 
 
 
 
 
 
 

（ 電 気 通 信 役 務 の 種 類 又 は 内 容 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 ）  

第 十 条 電 気 通 信 役 務 の 種 類 又 は 内 容 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、

次 の と お り と す る 。 

一 電 気 通 信 事 業 者 が 利 用 者 か ら の 随 時 の 請 求 に よ り 特 定 さ れ る 端 末 系

伝 送 路 設 備 を 介 し て 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信

番 号 は 、 別 表 第 一 第 十 号 に 定 め る も の と す る 。 
 
 
 
 
 
 
 

二 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 無 線 呼 出 し の 役 務 に 係 る も の を 除 く 。 ） か ら 利

用 者 の 使 用 に 係 る 端 末 設 備 等 （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 使 用 し て

パ ケ ッ ト 交 換 網 に 接 続 さ れ る も の に 限 る 。 ） に 提 供 さ れ る 音 声 伝 送 役

務 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 は 、 別 表 第 一 第 十 一 号 に 定 め る も の

と す る 。 
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三 （ 略 ） 

２ 前 項 第 二 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 は 、 電 気 通 信 事 業 者 が 利 用 者 か ら

の 随 時 の 請 求 に よ り 特 定 さ れ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 前 条 第 一 項 第 一 号 に

規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 、 同 項 第

三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る 携 帯 電 話 に 係 る 端 末 系 伝

送 路 設 備 又 は 同 項 第 四 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 に よ り 識 別 さ れ る Ｐ Ｈ

Ｓ に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 限 る 。 ） を 介 し て 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 を

識 別 す る た め に 用 い る こ と が で き る 。 
 

第 十 一 条 ～ 第 十 三 条 （ 略 ） 
 

（ プ レ フ ィ ッ ク ス ）  

第 十 四 条 プ レ フ ィ ッ ク ス （ 特 定 の 電 気 通 信 番 号 に 前 置 す る 電 気 通 信 番 号 

を い う 。 ） は 、 次 の と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 国 内 プ レ フ ィ ッ ク ス （ 第 九 条 第 一 項 （ 同 項 第 六 号 を 除 く 。 ） 又 は 第

十 条 第 一 項 第 一 号 若 し く は 第 二 号 に 定 め る 電 気 通 信 番 号 又 は 総 務 大 臣 

が 別 に 告 示 す る 電 気 通 信 番 号 に 前 置 す る 電 気 通 信 番 号 ） は 、 〇 と す る 。
 

第 三 章 電 気 通 信 番 号 の 指 定 に 係 る 手 続 
 

（ 電 気 通 信 番 号 の 指 定 の 申 請 ）  

第 十 五 条 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式

第 一 の 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な

三 （ 略 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 十 一 条 ～ 第 十 三 条 （ 略 ） 
 

（ プ レ フ ィ ッ ク ス ）  

第 十 四 条 プ レ フ ィ ッ ク ス （ 特 定 の 電 気 通 信 番 号 に 前 置 す る 電 気 通 信 番 号 

） は 、 次 の と お り と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 国 内 プ レ フ ィ ッ ク ス （ 第 九 条 （ 第 六 号 を 除 く 。 ） 又 は 第 十 条 第 一 号

若 し く は 第 二 号 に 定 め る 電 気 通 信 番 号 又 は 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電

気 通 信 番 号 に 前 置 す る 電 気 通 信 番 号 ） は 、 〇 と す る 。 
 

第 三 章 電 気 通 信 番 号 の 指 定 に 係 る 手 続 
 

（ 電 気 通 信 番 号 の 指 定 の 申 請 ）  

第 十 五 条 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 様 式

第 一 の 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な
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い 。 
 一 電 気 通 信 番 号 を 必 要 と す る 理 由 
 二 必 要 と す る 電 気 通 信 番 号 の 数 及 び そ の 根 拠 と な る 需 要 の 見 込 み 
 三 必 要 と す る 電 気 通 信 番 号 の 数 に 係 る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 計 画 
 四 電 気 通 信 番 号 を 管 理 す る 方 法 
 五 ネ ッ ト ワ ー ク 構 成 図 （ 他 の 電 気 通 信 事 業 者 と の 分 界 点 そ の 他 電 気 通 

信 番 号 を 使 用 す る 場 合 に 必 要 な 電 気 通 信 設 備 を 明 示 し た も の を い う 。) 
 六 別 表 第 二 に 規 定 す る 要 件 を 確 認 で き る 事 項 （ 第 十 一 条 に 規 定 す る 電

気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 を 除 く 。 ） 
 七 別 表 第 三 に 規 定 す る 要 件 を 確 認 で き る 事 項 （ 第 九 条 第 二 項 又 は 第 十

条 第 二 項 に 規 定 す る 電 気 通 信 役 務 を 識 別 す る た め に 電 気 通 信 番 号 を 用

い よ う と す る 場 合 に 限 る 。 ） 
 八 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 電 気 通 信 番 号 の 指 定 の た め 特 に 必 要 な

事 項 

３ 次 に 掲 げ る 場 合 に あ っ て は 、 様 式 第 二 に よ り 、 別 表 第 三 に 規 定 す る 要

件 を 確 認 で き る 事 項 を あ ら か じ め 総 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 電 気 通 信 番 号 の 指 定 の 申 請 の 際 に 申 請 書 に 前 項 第 七 号 に 掲 げ る

事 項 を 記 載 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

 一 第 九 条 第 一 項 第 三 号 又 は 第 四 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受

け た 電 気 通 信 事 業 者 が 、 当 該 電 気 通 信 番 号 を 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 電

気 通 信 役 務 を 識 別 す る た め に 用 い よ う と す る 場 合 

 二 第 十 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電 気 通

信 事 業 者 が 、 当 該 電 気 通 信 番 号 を 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 電 気 通 信 役 務

を 識 別 す る た め に 用 い よ う と す る 場 合 

４ 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 た 事 項 に つ い て

い 。 
 一 電 気 通 信 番 号 を 必 要 と す る 理 由 
 二 必 要 と す る 電 気 通 信 番 号 の 数 及 び そ の 根 拠 と な る 需 要 の 見 込 み 
 三 必 要 と す る 電 気 通 信 番 号 の 数 に 係 る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 計 画 
 四 電 気 通 信 番 号 を 管 理 す る 方 法 
 五 ネ ッ ト ワ ー ク 構 成 図 （ 他 の 電 気 通 信 事 業 者 と の 分 界 点 そ の 他 電 気 通 

信 番 号 を 使 用 す る 場 合 に 必 要 な 電 気 通 信 設 備 を 明 示 し た も の を い う 。) 
 六 別 表 第 二 に 規 定 す る 要 件 を 確 認 で き る 事 項 （ 第 十 一 条 に 規 定 す る 電

気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 を 除 く 。 ） 
 
 
 
 七 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 電 気 通 信 番 号 の 指 定 の た め 特 に 必 要 な

事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 変 更 す る 場 合 は 、 様 式 第 二 に よ り 、 あ
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変 更 す る 場 合 は 、 様 式 第 三 に よ り 、 あ ら か じ め 総 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 別 表 第 四 に 規 定 す る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の

限 り で な い 。 
 

第 十 六 条 （ 略 ） 
 

（ 指 定 し た 電 気 通 信 番 号 の 変 更 ） 

第 十 七 条 総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 番 号 計 画 を 変 更 す る と き は 、 変 更 前 の 電

気 通 信 番 号 計 画 に 基 づ き 指 定 し た 電 気 通 信 番 号 を 変 更 す る こ と が で き

る 。 

２ 前 項 の 電 気 通 信 番 号 の 変 更 の う ち 第 九 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 十 条 第 一

項 第 三 号 に 係 る 電 気 通 信 番 号 の 変 更 は 、 電 気 通 信 番 号 計 画 の 変 更 の 内 容

の 告 示 を も っ て 行 う も の と す る 。 
 

（ 電 気 通 信 番 号 の 使 用 の 廃 止 ）  

第 十 八 条 第 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 第

十 五 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 計 画 に 従 っ て 当 該 電

気 通 信 番 号 を 使 用 し な い と き 又 は 当 該 電 気 通 信 番 号 の 使 用 を 廃 止 し た と

き は 、 そ の 旨 を 様 式 第 四 の 届 出 書 に よ り 、 遅 滞 な く 、 総 務 大 臣 に 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。 
 
 （ 電 気 通 信 番 号 の 取 消 し ） 

第 十 九 条 総 務 大 臣 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 相 当 の 期

間 を 定 め て 、 第 十 六 条 の 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

一 こ の 省 令 の 規 定 に 違 反 し た と き 。 

ら か じ め 総 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 別 表 第 三 に 規 定

す る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 
 
 

第 十 六 条 （ 略 ） 
 

（ 指 定 し た 電 気 通 信 番 号 の 変 更 ） 

第 十 七 条 総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 番 号 計 画 を 変 更 す る と き は 、 変 更 前 の 電

気 通 信 番 号 計 画 に 基 づ き 指 定 し た 電 気 通 信 番 号 を 変 更 す る こ と が で き

る 。 

２ 前 項 の 電 気 通 信 番 号 の 変 更 の う ち 第 九 条 第 一 号 及 び 第 十 条 第 三 号 に 係

る 電 気 通 信 番 号 の 変 更 は 、 電 気 通 信 番 号 計 画 の 変 更 の 内 容 の 告 示 を も っ

て 行 う も の と す る 。 
 

（ 電 気 通 信 番 号 の 使 用 の 廃 止 ）  

第 十 八 条 第 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 者 は 、 第

十 五 条 第 二 項 第 三 号 に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 計 画 に 従 っ て 当 該 電

気 通 信 番 号 を 使 用 し な い と き 又 は 当 該 電 気 通 信 番 号 の 使 用 を 廃 止 し た と

き は 、 そ の 旨 を 様 式 第 三 の 届 出 書 に よ り 、 遅 滞 な く 、 総 務 大 臣 に 届 け 出

な け れ ば な ら な い 。 
 
 （ 電 気 通 信 番 号 の 取 消 し ） 

第 十 九 条 総 務 大 臣 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 相 当 の 期

間 を 定 め て 、 第 十 六 条 の 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。 

一 こ の 省 令 の 規 定 に 違 反 し た と き 。 
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二 別 表 第 二 又 は 別 表 第 三 に 規 定 す る 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き 。 

２ （ 略 ） 
 

第 四 章 第 九 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 使 用 に 必 要

な 措 置 
 

第 二 十 条 第 九 条 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電

気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 電 気 通 信 番 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電

波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 四 条 第 一 項 第 二 十 号 の 八 に 規 定 す る 携 帯

移 動 地 球 局 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 又 は 提 供 す る 役 務 が デ ー タ 伝 送 役 務

の み で あ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の も の を 除 く 。 ） に つ い

て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

一 当 該 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 者

が 、 そ の 者 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 を

変 更 す る こ と な く 携 帯 電 話 の 役 務 の 提 供 を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 を 他

の 電 気 通 信 事 業 者 に 変 更 で き る よ う に す る た め の 措 置 

二 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 者 が 、 そ の 者 に

係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 を 変 更 す る こ と

な く 携 帯 電 話 の 役 務 の 提 供 を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 を 当 該 指 定 を 受 け

た 電 気 通 信 事 業 者 に 変 更 で き る よ う に す る た め の 措 置 
 

第 五 章 雑 則 
 

第 二 十 一 条 ～ 第 二 十 二 条 （ 略 ） 
 

二 別 表 第 二 に 規 定 す る 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き 。 

２ （ 略 ） 
 

第 四 章 第 九 条 第 三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 使 用 に 必 要 な 措 置 
 
 

第 二 十 条 第 九 条 第 三 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電 気 通 信

事 業 者 は 、 当 該 電 気 通 信 番 号 （ 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理

委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 四 条 第 一 項 第 二 十 号 の 八 に 規 定 す る 携 帯 移 動 地

球 局 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 又 は 提 供 す る 役 務 が デ ー タ 伝 送 役 務 の み で

あ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の も の を 除 く 。 ） に つ い て 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 

一 当 該 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 者

が 、 そ の 者 に 係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 を

変 更 す る こ と な く 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 を 他 の

電 気 通 信 事 業 者 に 変 更 で き る よ う に す る た め の 措 置 

二 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 者 が 、 そ の 者 に

係 る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 識 別 す る た め の 電 気 通 信 番 号 を 変 更 す る こ と

な く 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 を 当 該 指 定 を 受 け た

電 気 通 信 事 業 者 に 変 更 で き る よ う に す る た め の 措 置 
 

第 五 章 雑 則 
 

第 二 十 一 条 ～ 第 二 十 二 条 （ 略 ） 
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別表第一 

第一号～第四号 （略） 

第五号（第９条第１項第２号関係） 

（表略） 

第六号（第９条第１項第３号関係） 

（表略） 

第七号（第９条第１項第４号関係） 

（表略） 

第八号（第９条第１項第５号関係） 

（表略） 

第九号（第９条第１項第６号関係） 

（表略） 

第十号（第 10 条第１項第１号関係） 

６０ＣＤＥＦＧＨＪＫ（Ｃは０を除く。） 

ただし、ＣＤＥＦは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定め

られる数字とする。 

注 英字は、十進数字とする。 

別表第一 

第一号～第四号 （略） 

第五号（第９条第２号関係） 

（表略） 

第六号（第９条第３号関係） 

（表略） 

第七号（第９条第４号関係） 

（表略） 

第八号（第９条第５号関係） 

（表略） 

第九号（第９条第６号関係） 

（表略） 

第十号（第 10 条第１号関係） 

６０ＣＤＥＦＧＨＪＫ（Ｃは０を除く。） 

ただし、ＣＤＥは、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めら

れる数字とする。 

注 英字は、十進数字とする。 
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第十一号（第 10 条第１項第２号関係） 

（表略） 

第十二号～第十三号 （略） 

別表第二（第 15 条第２項関係） 

電気通信番号の種別 要      件 

１～４ （略） 

５ 第９条第１項第

１号に規定するも

の（注３） 

１ （略） 

２ 第９条第１項第１号に規定する電気通信番

号を用いて電気通信役務を提供するための電

気通信設備が法第41条第１項又は第２項の適

用を受けるものであり、法第42条第１項又は

第４項に規定に基づく確認（以下「技術基準

適合確認」という。）を行っていること。

（注４） 

３ 第９条第１項第１号に規定する電気通信番

号の示す地理的識別地域と異なる電気通信番

号が利用されないための技術的措置を講ずる

こと。 

４～８ （略） 

６ 第９条第１項第

２号に規定するも

の 

（略） 

７ 第９条第１項第

３号に規定するも

の 

（略） 

８ 第９条第１項第 （略） 

第十一号（第 10 条第２号関係） 

（表略） 

第十二～第十三号 （略） 

別表第二（第 15 条第２項関係） 

電気通信番号の種別 要      件 

１～４ （略） 

５ 第９条第１号に

規定するもの（注

３） 

１ （略） 

２ 第９条第１号に規定する電気通信番号を用い

て電気通信役務を提供するための電気通信設備

が技術基準適合維持義務の対象であり、法第42

条に規定する技術基準適合確認を行っているこ

と。（注４） 

 

 

３ 第９条第１号に規定する電気通信番号の示す

地理的識別地域と異なる電気通信番号が利用さ

れないための技術的措置を講ずること。 

 

４～８ （略） 

６ 第９条第２号に

規定するもの 

 

（略） 

７ 第９条第３号に

規定するもの 

 

（略） 

８ 第９条第４号に （略） 
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４号に規定するも

の 

９ 第９条第１項第

５号に規定するも

の 

（略） 

10 第９条第１項第

６号に規定するも

の 

（略） 

11 第10条第１項第

１号に規定するも

の 

１ 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り

分ける機能を有する設備を設置すること。 

２ 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限

る。）の網を介して法第33条第２項に規定す

る第一種指定電気通信設備と網間信号接続を

行うこと。 

３ 利用者からの随時の請求に応じて特定する

端末系伝送路設備について技術基準適合確認

が行われていること。ただし、当該設備が第

10条第１項第２号に規定する電気通信番号に

より識別される音声伝送役務に係るものであ

る場合は、総合品質（事業用電気通信設備規

則（昭和60年郵政省令第30号）第36条の５第

１項の規定に基づき総務大臣が別に告示する

基準をいう。以下同じ。）を満たしているこ

との確認が行われていること。 

12 第10条第１項第

２号に規定するも

の 

１ （略） 

２ 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限

る。）の網を介して法第33条第２項に規定す

る第一種指定電気通信設備と網間信号接続を

行うこと。 

３ 総合品質を満たすこと。（注４） 

規定するもの 

 

９ 第９条第５号に

規定するもの 

 

（略） 

10 第９条第６号に

規定するもの 

 

（略） 

11 第10条第１号に

規定するもの 

 

１ サービス制御機能を有する設備を設置するこ

と。 

２ 法第33条第２項に規定する第一種指定電気通

信設備と網間信号接続を行うこと（ただし、総

務大臣が特に認める場合を除く。）。 

 

３  国 際 電 気 通 信 連 合 条 約 に 基 づ く 勧 告

（F.850、F.851）に規定する内容に準拠するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

12 第10条第２号に

規定するもの 

１ （略） 

２ 直接又は他の電気通信事業者（一の者に限

る。）の網を介して第一種指定電気通信設備と

網間信号接続を行うこと。 

 

３ 総務大臣が別に告示する総合品質（事業用電

 一 〇
 



 

 

 

４ （略） 

13 第10条第１項第

３号に規定するも

の 

（略） 

14～15 （略） 

注１～４ （略） 

 

 

気通信設備規則（昭和60年郵政省令第30号）第

36条の５に規定するものをいう。以下４におい

て同じ。）を満たすこと。（注４） 

４ （略） 

13 第10条第３号に

規定するもの 

 

（略） 

14～15 （略） 

注１～４ （略） 

別表第三（第 15 条第２項第７号、第 15 条第３項関係） 

区  分 要     件 

１ 第９条第２項に

規定する電気通信

役務を識別するた

めに電気通信番号

を用いようとする

場合 

１ 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り

分ける機能を有する設備を設置すること。 

２ 利用者からの随時の請求に応じて特定する

端末系伝送路設備について技術基準適合確認

が行われていること。ただし、当該設備が第

10 条第１項第２号に規定する電気通信番号に

より識別される音声伝送役務に係るものであ

る場合は、総合品質を満たしていることの確

認が行われていること。 

２ 第 10 条第２項に

規定する電気通信

役務を識別するた

１ 利用者からの随時の請求に応じて呼を振り

分ける機能を有する設備を設置すること。 

２ 利用者からの随時の請求に応じて特定する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一 一
 



めに電気通信番号

を用いようとする

場合 

端末系伝送路設備について技術基準適合確認

が行われていること。 

３ 利用者からの随時の請求に応じて特定する

端末系伝送路設備に接続する場合、接続する

設備の別及び当該設備に係る料金水準で課金

される旨を呼の接続に先だって発信者へ通知

するための措置を講ずること。 

 

 

別表第四（第 15 条第４項関係） 

軽微な事項 適 用 の 条 件 

１（略）  

 (1)～(3) （略） （略） 

２ 別表第２の要件

のうち次に掲げる

もの 

 

 (1)～(4) （略） （略） 

 (5) ５の３に関す

る事項 

第９条第１項第１号に規定する電気通信番号の

示す地理的識別地域と異なる電気通信番号が利

用されないための技術的措置の変更内容が軽微

であること。 

 (6)・(7) （略） （略） 

 (8) 11 の１に関す

る事項 

利用者からの随時の請求に応じて呼を振り分け

る機能を有する設備の全部又は一部について改

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第三（第 15 条第３項関係） 

軽微な事項 適 用 の 条 件 

１（略）  

 (1)～(3) （略） （略） 

２ 別表第２の要件

のうち次に掲げる

もの 

 

 (1)～(4) （略） （略） 

 (5) ５の３に関す

る事項 

第９条第１号に規定する電気通信番号の示す地

理的識別地域と異なる電気通信番号が利用され

ないための技術的措置の変更内容が軽微である

こと。 

 (6)・(7) （略） （略） 

 (8) 11 の１に関す

る事項 

サービス制御機能を有する設備の全部又は一部

について改める場合又は追加する場合。 
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める場合又は追加する場合。 

 (9) （略） （略） 

 (10) １２の３に

関する事項 

総合品質について変更する場合（総合品質に関

する数値を劣化させることとなる場合を除

く。）。 

 

 

 (11)～(15) （略） （略） 

 

様式第一 電気通信番号申請書の様式（第 15 条第１項関係） 

電気通信番号申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる

。法人にあっては、名称及び代表者の氏名

を記載することとし、代表者が自筆で記入

したときは、押印を省略できる｡ ）  印

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号

 

 (9) （略） （略） 

 (10) １２の３に

関する事項 

総務大臣が別に告示する総合品質（事業用電気

通信設備規則第 36 条の５に規定するものをい

う。以下同じ。）について変更する場合（総合

品質に関する数値を劣化させることとなる場合

を除く。）。 

 (11)～(15) （略） （略） 

 

様式第一 電気通信番号申請書の様式（第 15 条第１項関係） 

電気通信番号申請書 

年  月  日  

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる

。法人にあっては、名称及び代表者の氏名

を記載することとし、代表者が自筆で記入

したときは、押印を省略できる｡ ）  印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 
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 電気通信番号の指定を受けたいので、電気通信番号規則第 15 条第１項の規定に基づき申請し

ます。 

事 項 書 

１ 電気通信番号を必要とする理由 

２ 必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要の見込み 

３ 必要とする電気通信番号の数に係る電気通信役務の提供の計画 

４ 電気通信番号を管理する方法 

５ ネットワーク構成図 

６ 別表第２に規定する要件を確認できる事項 

７ 別表第３に規定する要件を確認できる事項 

８ その他電気通信番号の指定のため特に必要な事項 

 注１ 電気通信番号を必要とする理由は、電気通信番号を必要とする具体的理由及び当該電気

通信番号を規定している電気通信番号規則の条項について記載すること。 

２ 必要とする電気通信番号の数及び根拠となる需要の見込みは、必要とする電気通信番号

の数（需要の見込みを含む。）及び使用予定年月日を記載すること。 

３ 提供を計画している役務の内容は、提供する電気通信役務について具体的に記載するこ

と。 

４ 電気通信番号を管理する方法は、電気通信番号の管理に関する具体的方法について記載

すること。 

５ ネットワーク構成図は、電気通信番号の関係する通信経路、第 15 条第２項に規定する

必要な電気通信設備の所在（所在する市町村名を含む。）、分界点がわかるように明確に

記載すること。 

６ 別表第２に規定する要件を確認できる事項は、同表に規定する要件について明確に記載

すること。 

７ 別表第３に規定する要件を確認できる事項は、同表に規定する要件について明確に記載

 電気通信番号の指定を受けたいので、電気通信番号規則第 15 条第１項の規定に基づき申請し

ます。 

事 項 書 

１ 電気通信番号を必要とする理由 

２ 必要とする電気通信番号の数及びその根拠となる需要の見込み 

３ 必要とする電気通信番号の数に係る電気通信役務の提供の計画 

４ 電気通信番号を管理する方法 

５ ネットワーク構成図 

６ 別表第２に規定する要件を確認できる事項 

 

７ その他電気通信番号の指定のため特に必要な事項 

 注１ 電気通信番号を必要とする理由は、電気通信番号を必要とする具体的理由及び当該電気

通信番号を規定している電気通信番号規則の条項について記載すること。 

２ 必要とする電気通信番号の数及び根拠となる需要の見込みは、必要とする電気通信番号

の数（需要の見込みを含む。）及び使用予定年月日を記載すること。 

３ 提供を計画している役務の内容は、提供する電気通信役務について具体的に記載するこ

と。 

４ 電気通信番号を管理する方法は、電気通信番号の管理に関する具体的方法について記載

すること。 

５ ネットワーク構成図は、電気通信番号の関係する通信経路、第 15 条第２項に規定する

必要な電気通信設備の所在（所在する市町村名を含む。）、分界点がわかるように明確に

記載すること。 

６ 別表第２に規定する要件を確認できるものは、同表に規定する要件について明確に記載

すること。 
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すること。 

８ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第二 届出書の様式（第 15 条第３項関係） 

第 15 条第３項に係る届出書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる

。法人にあっては、名称及び代表者の氏名

を記載することとし、代表者が自筆で記入

したときは、押印を省略できる｡ ）  印

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号

 指定を受けた電気通信番号について、電気通信番号規則第 15 条第３項の規定に基づき届け出

ます。 

指定を受けた電気通信番号  

別表第３に規定する要件を確認できる事項  

開始年月日  

注１ 指定を受けた電気通信番号は、「第９条第１項第３号」、「第９条第１項第４号」、「

 

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 
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第 10 条第１項第２号」等と記載すること。 

２ 別表第３に規定する要件を確認できる事項は、同表に規定する要件について明確に記載

するとともに、必要な書類を添付すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第三 電気通信番号変更届出書の様式（第 15 条第４項関係） 

電気通信番号指定に関する変更届出書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる

。法人にあっては、名称及び代表者の氏名

を記載することとし、代表者が自筆で記入

したときは、押印を省略できる｡ ）  印

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号

  電気通信番号の指定に係る内容を次のとおり変更するので、電気通信番号規則第 15 条第４項

の規定に基づき届け出ます｡ 

変更事項  

 

 

 

 

 

様式第二 電気通信番号変更届出書の様式（第 15 条第３項関係） 

電気通信番号指定に関する変更届出書 

年  月  日  

総務大臣 殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

氏  名（自筆で記入したときは、押印を省略できる

。法人にあっては、名称及び代表者の氏名

を記載することとし、代表者が自筆で記入

したときは、押印を省略できる｡ ）  印 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載すること｡ 

担当部署等がある場合は、当該担当部署名

等を記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

  電気通信番号の申請の内容を次のとおり変更するので、電気通信番号規則第 15 条第３項の規

定に基づき届け出ます｡ 

変更事項  
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変更前 変更後 
変更内容 

  

変更年月日  

注１ 変更事項は、変更が生じる事項について具体的内容を記載すること。 

 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第四 （略） 

 

変更前 変更後 
変更内容 

  

変更年月日  

注１ 変更事項は、電気通信番号の申請の際に提出した内容について変更を生じる事項につい

て具体的内容を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第三 （略） 

 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

第 二 条 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 指 定 さ れ て い る 改 正 前 の 電 気 通 信 番 号 規 則 第 十 条 第 一 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 番 号 は 、 改 正 後 の 電 気 通 信 番 号 規 則 の

規 定 に よ り 指 定 さ れ た も の と み な す 。 
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